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経営協議会 学外委員からの主な意⾒等 対応状況
第90回 防災について

例年11⽉頃に学⽣及び教職員を対象に地震から⾝を守るシェ
イクアウト訓練や安否確認訓練等を主とした全学防災訓練を
実施している。2023年度は、危機管理に関するマニュアル等
の全般的な⾒直しを⾏っており、全学防災訓練の結果を踏ま
えつつ、具体的な災害時の⾏動⼿順等を盛り込んだ「災害対
策マニュアル」の改訂を⾏ったところである（2024年3⽉）。
2024年度には、本マニュアルを基に、全学⽣及び教職員を対
象とした避難誘導訓練を訓練内容に加え実施し、⼿順等を確
認するとともに、構成員の更なる防災意識の向上を図る計画
としている。

また、勤務時間外において⼤地震等の災害が発⽣した場合を
想定した「災害発⽣時における職員⾮常参集要領」を新たに
制定した（2024年3⽉）。これにより、今後、緊急参集要員名
簿の整備を⾏い、災害発⽣時の緊急対応に備える。

海外で⼤きな事故・災害が発⽣した際の対応ため「学⽣・教
職員海外派遣マニュアル」を整備しているほか、危機管理会
社である⽇本エマージェンシーアシスタンス社と契約を締結
し、海外渡航する学⽣及び教職員が、同社が提供する海外派
遣危機管理サービス『OSSMA』（医療⽀援をはじめとする海
外⽣活での問題解決⽀援を⾏うアシスタンスサービス）に加
⼊できる体制を整えている。

学⽣の渡航先で⼤規模な⾃然災害・事件等が発⽣した場合
は、留学⽀援共同利⽤センター（通称：トビタセンター）
が、安否確認を実施し、その状況を、学⻑室に随時報告して
いる。
なお、加⼊者の場合は、OSSMA が同時並⾏で定期安否確認・
臨時安否確認を実施するため、その情報も参照のうえ、学⻑
室に報告する。

出国までのサポートが必要な場合など、適宜、トビタセン
ター及び留学⽣課において、派遣学⽣の家族（保護者）、派
遣留学先の⼤学、現地⼤使館等の協⼒を得ながら、対応を
⾏っている。

災害に対する意識は、⽇本⼈学⽣と留学⽣とでは違いがある
と思う。留学⽣の危機意識を⾼めるために、⼤学として避難
訓練等への参加を必須とするような仕掛けを考えてみてはど

学⽣に対する災害に対する備えとして、オリエンテーション
時に、本学作成の「災害発⽣時の⼼得」（⽇本語、英語、中
国語、朝鮮語）を配付し、学⽣が個々で参照できるようにし
ている。

また、留学⽣及び国際交流会館に居住する⽇本⼈学⽣向け
に、東京消防庁、東京都の協⼒を得て、春と秋の年２回の防
災訓練を実施している。訓練の内容は、①避難訓練 ②通報
訓練、③初期消⽕訓練、④応急措置（AED）、⑤起震⾞体験
の５つからなる。2023年度に⽕災が発⽣した際の経験から、
避難後の安否確認を迅速に⾏うため、2023年度の秋の訓練か
ら新たに避難後の点呼訓練を実施した。参加者に対して備蓄
⾷料を配布し、災害対策意識の醸成を図っている。来年度は

経営協議会学外委員からの主な意⾒への対応状況
（2024年1⽉〜2024年10⽉）

（令和6年1⽉29⽇） 先般の⽻⽥空港の航空機接触事故で⼈命が助かったのは、常
時の訓練の成果であるとの指摘もあり、コロナ禍が去った
今、現実に役⽴つ訓練を実施することが肝要だと考える。⾮
常時参集要員に係る名簿の整備や、連絡先が更新されている
か等の確認が必要。実際、訓練を⾏う際にも、少し予定外の
要素を⼊れる等により、参加者の災害への意識を喚起するよ
うな実際的な訓練を⾏ってはどうか。また、本学の特徴とし
て、海外に留学している学⽣や、海外からの留学⽣も多いの
で、海外で災害が起きた場合や、⽇本が被災した場合等、ど
ういう対応をするのか具体の想定を確認してはどうか。な
お、災害時の対応として、地域との関係で、本学が何をどこ
まで実施するのか、予め検討しておく必要がある。
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安否確認訓練として、防災訓練と平⾏してANPICの使⽤訓練
を⾏う予定である。

なお、本学の施設設備においては、留学⽣や外国⼈教員等へ
の対応として、地震時に⾃動放送される緊急地震速報の多⾔
語化(⽇本語、英語、中国語、朝鮮語)を実施している。


